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�愛媛県告示第１４４３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、上島町長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地は

上島町の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４４４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

上島町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４４５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、四国中央市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土

地は四国中央市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４４２号
次のとおり落札者を決定した。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

ロータリースクリーンコーター １
式

愛媛県総務部管理
局総務管理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１８年９月２１日
辻井染機工業株式会社
大阪府大阪市中央区日
本橋１丁目１３番５号

４４，８３５，０００円 一般競争入札 平成１８年８月１１日

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

上島町弓削上弓削３６６の地先 ２９９．７５

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

弓削上弓
削

上島町弓削上弓削３６６の地先公有水面埋立地 ２９９．７５

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

四国中央市三島中央１丁目字陣屋１９３０の１５の地先 １０，６００．６６

毎週（火・金）曜日発行 第１８０１号 平成１８年１０月６日

平成１８年１０月６日金曜日 第１８０１号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１４４６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

四国中央市長から次のとおり町の区域を変更する旨の届出があった。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１４４７号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定により、

次のとおり医療機関を指定した。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４４８号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定により指

定した次の指定医療機関は、廃止年月日欄に掲げる日に廃止された

ので、同項の規定による指定医療機関の指定の効力は、同日をもっ

て消滅した。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１４５０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松

山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

スーパードラッグコスモス馬木店

松山市馬木町２３２番（仮換地６１街区９画地）

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１９年５月２３日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，６６４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

８０台

イ 駐輪場の収容台数

５６台

�愛媛県告示第１４４９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町から聴取した意見及び同条第２項の

規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

町の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

三島中央
１丁目

四国中央市三島中央１丁目字陣屋１９３０の１５の
地先公有水面埋立地

１０，６００．６６

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 廃 止

年 月 日

９０２ 宇都宮 綱 夫 宇都宮内科医院 八幡浜市清水町１１４１ 平成１８年９月１９日

２２６３ 医療法人
是 成 会

消化器科久保病
院

今治市地堀２－４－
１０

平成１８年
８月１８日

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

２７６６
医療法人
さいじょう会
星 加 病 院

医療法人
さいじょう会
星 加 病 院

西条市大師町１８２ 平成１８年
７月１日

２７６７ 桑 嶋 英 樹 桑嶋クリニック 新居浜市坂井町３－
６－３

平成１８年
８月１０日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地
法第８条第１項の規定により市町から聴
取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

フレスポ今治店 今治市衣干町四丁目６１－１
他１５筆

生活環境保持の見地からの意見はなし。 店舗への経路のうち、生活道路として周辺住民
が利用している市道における安全対策について
配慮すること。

２７６８ 医療法人
是 成 会

消化器科久保病
院

今治市内堀１－１－
１９

平成１８年
８月１９日

２７６９ 西 村 藤 夫 にしむら整形外
科

八幡浜市字沖新田１５
１０－１３９

平成１８年
９月４日

２７７０ 安 藤 正 明 あんどう整形外
科

四国中央市土居町小
林１２０６

平成１８年
９月５日

１０６６０ 有限会社
チェリー薬局

チェリー薬局土
橋店

新居浜市土橋１－８
－２０

平成１８年
９月１日
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ウ 荷さばき施設の面積

５７．５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１０．３３立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１８年９月２２日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部

商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に

供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１４５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、内子町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道路整備

事業・南山中組地区）の施行に平成１８年９月２０日同意した。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、内子町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排水施

設整備事業・南山中組地区）の施行に平成１８年９月２０日同意した。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、内子町から協議のあった町営土地改良事業（ほ場整備事業・

南山中組地区）の施行に平成１８年９月２０日同意した。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４５４号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づき事業

の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

社会福祉法人 正和会

２ 事業の種類

老人デイサービス施設及び認知症対応型老人共同生活援助施設

建設事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県宇和島市蛤字和田地内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各号の要

件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定をしたもので

ある。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

申請に係る事業は、愛媛県宇和島市蛤字和田地内を起業地と

する「老人デイサービス施設及び認知症対応型老人共同生活援

助施設建設事業」（以下「本件事業」という。）である。

本件事業は、第二種社会福祉事業の用に供する施設を建設す

る事業であることから、土地収用法第３条第２３号に掲げる「社

会福祉法（昭和２６年法律第４５号）による社会福祉事業の用に供

する施設」に関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

社会福祉法人正和会は、社会福祉事業法（現在の社会福祉法）

により認可を受けた法人であり、本件事業に要する経費につい

ては、同法人の理事会の承認を受け予算計上されていることか

ら、同法人は本件事業を施行する権能を有するものと認められ

る。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

ア 事業の施行により得られる公共の利益

宇和島市九島地区は、農業、漁業等を主な産業とする離島

であり、総人口に対する高齢者の割合が４１．３パーセントと高

率であるが、その地理的要因により、介護サービスの利用に

ついて多大な制約を受けている。

本件事業は、地元住民からの要望を受け、老人デイサービ

ス施設及び認知症対応型老人共同生活援助施設を建設し、良

質な介護サービスを提供しようとするものであり、当該地区

における住民福祉の向上や介護問題の解消に寄与するものと

認められる。

なお、本件事業による生活環境等に及ぼす影響については、

愛 媛 県 報平成１８年１０月６日 第１８０１号
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本件事業は環境影響評価法（平成９年法律第８１号）等による

環境影響評価の対象となるような大規模で環境影響の程度が

著しくなるおそれのある事業ではなく、また、その運営によ

って、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれもないものと考えら

れる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、

相当程度存在するものと認められる。

イ 事業の施行により失われる利益

本件事業地内には、起業者が保護のため特別の措置を講ず

べき動植物、文化財等は見受けられない。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微で

あると認められる。

ウ 代替案の検討

本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的条件、

社会的条件及び経済的条件による３案の候補地の比較検討を

行い、総合的に最も優れた案を採用しているものと認められ

る。

エ 比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる公共の

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに、ウで

述べたように、本件事業の事業計画は他の代替案と比較して

最も合理的であると認められる。

以上により、本件事業は、土地収用法第２０条３号の要件を充

足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

宇和島市九島地区に介護サービスを提供する施設を建設す

ることは、地元住民から強く要望されており、住民福祉の向

上や介護問題の解消に効果があると認められる。

したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いもの

と認められる。

イ 起業地の範囲の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の目的を達成す

るために必要な範囲であると認められる。また、収用の範囲

は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめら

れていることから、合理的であると認められる。

以上により、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があ

ると認められるため、土地収用法第２０条第４号の要件を充足す

ると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の要件を

すべて充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

宇和島市役所

�愛媛県告示第１４５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城５７８０番２から

同町岩城５８４６番２まで

旧 ８．０～１３．８ ０．１５７

新 ９．６～１３．８ ０．１５７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城５８７０番２から

同町岩城５８５１番６まで
平成１８年１０月６日

愛 媛 県 報平成１８年１０月６日 第１８０１号

８６４
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�愛媛県告示第１４６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画公園の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４６１号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、平成１８年１０月１６日

から施行する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 名称及び位置

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 名称及び位置

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 桜井山路線
今治市上徳甲３５１番１地先から

同市上徳甲３５４番５地先まで

旧 ６．３～７．０ ０．０９８

新 １５．０～１９．０ ０．０９８

〃 〃
今治市上徳甲３５４番５地先から

同市上徳乙１１０番１まで

旧 ４．３～１０．０ ０．４１９

新 ９．５～３５．０
４．３～１０．０

０．４２５
０．４１９

〃 〃
今治市上徳乙１１０番１から

同市上徳乙７番１まで

旧 ４．０～１３．０ ０．１５９

新 ４．０～１３．０ ０．１５９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町湊浦１３４０番１地先から

同町湊浦１９４８番２まで

旧 １４．７～５９．３ ０．１７０

新 １４．７～７４．０ ０．１７０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町湊浦１３４０番１地先から

同町湊浦１９４８番２まで
平成１８年１０月７日

愛 媛 県 報平成１８年１０月６日 第１８０１号

８６５



公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年１０月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

交通管制センター中央装置の借入れ

� 借入物品名及び数量

交通管制センター中央装置一式（ハードウェア一式、ソフト

ウェア一式、搬入）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１９年３月１日から平成２４年２月２９日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部交通部交通規制課交通管制センター（第二庁

舎内）

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成１８年度

名称 位置 名称 位置

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 三津浜信用金庫

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

松山市古三津一丁目２９番１７号

� 店舗の名称、位置等

１ 収納代理総括店

� 店舗の名称、位置等

１ 収納代理総括店

名称 位置 名称 位置

愛媛信用金庫本店

宇和島信用金庫本店

省略

松山市二番町四丁目２番地１１

宇和島市本町追手二丁目８番

２１号

愛媛信用金庫本店

三津浜信用金庫本店

宇和島信用金庫本店

省略

松山市二番町四丁目２番地１１

松山市古三津一丁目２９番１７号

宇和島市本町追手二丁目８番

２１号

２ 収納代理取扱店

愛媛信用金庫 、宇和島信用金庫及び川

之江信用金庫の本店及び支店、東予信用金庫の本店、支店

及び出張所並びに四国労働金庫の県内の支店

省略

２ 収納代理取扱店

愛媛信用金庫、三津浜信用金庫、宇和島信用金庫及び川

之江信用金庫の本店及び支店、東予信用金庫の本店、支店

及び出張所並びに四国労働金庫の県内の支店

省略

愛 媛 県 報平成１８年１０月６日 第１８０１号

８６６



公安委員会規則

及び１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に障害が発生した場合の迅速なメンテナンス体制が

整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課交通安全施設係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２７１

� 入札書の受領期限

平成１８年１１月１６日（木）午前１１時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年１１月１６日（木）午前１１時００分

愛媛県警察本部 大会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Traffic

Control Center Main Controller，１ set

� Time limit of tender：１１：００ a．m．，１６ November，２００６

� For further information，please contact： Section of Road

Safety Institution，Finance Division，Police affairs Department，

Ehime Prefectural Police Headquarters，２―２Minamihoribatacho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７３ Japan

TEL０８９―９３４―０１１０ Ext２２７１

�愛媛県公安委員会規則第１０号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則及び愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年１０月６日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則及び愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

（愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部改正）

第１条 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

� 省略

� 新居浜警察署

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

� 省略

� 新居浜警察署

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

省略 省略

多喜浜駅前

駐在所

新居浜市又野一

丁目

新居浜市のうち楠崎一・二丁目

、松神子一～四丁目、又野一

～三丁目、長岩町

多喜浜駅前

駐在所

新居浜市又野一

丁目

新居浜市のうち郷（字又野、字楠

崎）、松神子一～四丁目、又野一

・二丁目、長岩町

愛 媛 県 報平成１８年１０月６日 第１８０１号

８６７



正 誤

�正 誤

平成１８年６月３０日付け第１７７３号愛媛県告示第９８２号（医療機関の

指定）中

多喜浜駐在

所

新居浜市多喜浜

五丁目

新居浜市のうち多喜浜一～六丁

目、大島、黒島、黒島一・二丁目、

荷内町、阿島、阿島一～四丁目

多喜浜駐在

所

新居浜市多喜浜 新居浜市のうち多喜浜

、大島、黒島

、阿島

省略 省略

�～� 省略 �～� 省略

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第２条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第９条の２関係） 別表（第９条の２関係）

番号 路 線 名 区 間 番号 路 線 名 区 間

省略 省略

３２ 県道壬生川新

居浜野田線

新居浜市繁本町７２０番３から同市多喜

浜六丁目６７番１７３まで

３２ 県道壬生川新

居浜野田線

新居浜市繁本町７２０番３から同市多喜

浜６７番１７３ まで

省略 省略

６５ 県道新居浜東

港線

新居浜市多喜浜二丁目５１４番４から同

市松神子二丁目１０２５番１まで

６５ 県道新居浜東

港線

新居浜市多喜浜５１４番４ から同

市松神子二丁目１０２５番１まで

省略 省略

９１ 新居浜市道松

神子多喜浜線

新居浜市多喜浜三丁目５１８番３先から

同市多喜浜六丁目７６番４２先まで

９１ 新居浜市道松

神子多喜浜線

新居浜市多喜浜５１８番３号地先から同

市多喜浜７６番４２号地先 まで

省略 省略

１０７ 港湾道路 新居浜市垣生三丁目から同市多喜浜二

丁目３５１番まで

１０７ 港湾道路 新居浜市垣生三丁目から同市多喜浜３

５１番地 まで

省略 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

ページ 箇 所 誤 正

５５７ 表の名称の欄
中

医療法人はらだクリニ
ック

皮フ科・形成外科はら
だクリニック

平成１８年１０月６日 発行

愛 媛 県 報平成１８年１０月６日 第１８０１号

８６８


